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山形県健康長寿推進協議会設置要綱 

（趣旨）

第１条 健康長寿日本一を目指し、県民一人ひとりが家庭や働く場等あらゆる

生活の場において、生涯にわたって、健やかで心豊かに暮らすことのできる

地域社会の実現を図るため、山形県健康長寿推進協議会（以下「協議会」 と

いう。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康やまがた安心プランの進捗管理に関すること。 

(2) 県民の生涯を通じた健康づくりに関すること。 

(3) 県民の健康寿命を延ばすための取組みに関すること。 

(4) 地域保健と職域保健の連携による健康づくりに関すること。 

(5) 健康増進に功績のあったものに対する表彰に関すること。 

(6) その他健康長寿日本一の実現のために必要な事項に関すること。 

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する委員２０名以内で

組織する。

 (1) 学識経験者

 (2) 保健医療関係者 

 (3) 地域保健関係者 

 (4) 職域保健関係者 

 (5) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長）

第４条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。

２ 委員が会議に出席できない場合は、会長は、代理の者の出席を認めること

ができる。

３ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることがで

きる。

（委員会等）

第６条 協議会に、必要に応じ、特定の事項について調査検討させるために、

委員会等を置くことができる。

（事務局） 

第７条 協議会等の事務を処理するため、事務局を山形県健康福祉部健康づく

り推進課に置く。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 25 年６月 13 日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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R3．2月現在

分　野 目　　標 指標出典
計画策定
現状値

中間見直
現状値

実績
（直近）

目標値
（R4）

令和２年度の主な県の施策

31.0%
38.8%
(H28)

- 28%

25.5%
17.4%
(H28)

- 20%

山形県学校保健
の現況

2.6%
（H23）

2.1%
（H28）

2.2%
（H29）

1.8%

320.2ｇ
285.3g
(H28)

- 350g

54.1%
54.3%
(H28)

- 30%

12.2ｇ
10.3ｇ
(H28)

- 8g

78.3%
78.2%
(H28)

- 65%

9.9%
（H24）

9.0%
（H27）

10.9%
（H29）

4.5%

12.7%
（H24）

12.5%
（H27）

12.9%
（H29）

6.2%

県民健康
・栄養調査

69.2%
73.9%
(H28)

- 80%

管理栄養士等が
栄養管理を行っ
ている給食施設
の増加

衛生行政報告例
70.5%

（H23）
73.4%

（H28）
75.9%
（R1）

80%

男性 29.4%
34.8%
(H28)

- 36%

女性 21.8%
25.7%
(H28)

- 33%

睡眠を十分とれ
ていない者の割
合の減少

県民健康
・栄養調査

24.8%
26.7%
(H28)

- 15%

自殺者の減少 人口動態統計
22.8

（H23）
19.9

（H28）
18.2

（R1）
17

健康やまがた安心プランの評価指標について

評 価 指 標

栄 養 ・
食 生 活

適正体重を維持
している者の増
加

40歳代男性の肥満者の割合
県民健康
・栄養調査

○「減塩・ベジアッププロジェクト」の展開
　・減塩や野菜の摂取を呼びかけるキャンペーンの実施
　・テレビや新聞等のメディアを活用した普及啓発
　・減塩・ベジアップ教育の実施
○健康経営の推進
　・健康経営アドバイザーと連携した健康経営実践支援
○「やまがた健康づくり大賞」に減塩推進部門を創設
○保健所による出前講座の実施
　（学校、企業等の依頼に対応）
○給食施設への給食・栄養管理指導
○小・中学校、高校へ学校のニーズにあった栄養士を派遣
　（いのち輝く食育推進事業：スポーツ保健課）

○地域食生活・健康情報ステーション（県ＨＰ）による
　情報発信
○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）
　・バランスの良い食事内容の紹介
　・野菜レシピの紹介

20歳代女性のやせの者の割合

学校医により肥満傾向で特に注意を要
すると判定された者の割合（小・中学生）

適切な量と質の
食事をとる者の
増加

野菜摂取量の平均値（20歳以上）

県民健康
・栄養調査

果物摂取量100g未満の者の割合
（20歳以上）

食塩摂取量の平均値（20歳以上）

牛乳・乳製品摂取量200g未満の者
の割合（20歳以上）

児童・生徒の朝食欠
食率

小学６年生
全国学力・
学習状況調査

中学３年生

主食・主菜・副菜を組み合わせた食
事が１日２回以上の日がほぼ毎日の
者の割合（20歳以上）

管理栄養士又は栄養士を配置して
いる特定給食施設の割合

身体活動
・運　動

運動習慣者の割
合の増加

20～64歳の運動習慣者の割
合

県民健康
・栄養調査

○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）（再掲）
　・地域資源を活用したウォーキングコースの紹介
　・自宅でできる健康づくりの紹介
○「やまがた健康づくり大賞」による優良事例の普及
○健康経営の推進
　・特別番組｢いま注目！山形版健康経営｣の放送(11月)
○「やまがた健康マイレージ事業」の実施
○地域で健康づくりに取り組める拠点｢やまがた健康づく
　りステーション」の創設経費への補助
○保健所による健康運動指導者研修会の開催
○住民同士が連携・協力して主体的に運営する「総合型地
　域スポーツクラブ」の創設・育成支援(スポーツ保健課)

休　養・
こころの
健　　康

睡眠による休養を十分とれていない
者の割合（20歳以上）

○保健所による出前講座の実施（再掲）
　（学校、企業等の依頼に対応）
○各保健所、精神保健福祉センターにおける電話や対面に
　よる心の健康相談を実施
○民間支援団体が行う相談事業等への補助
○アルコール依存症関連問題支援者向け研修の実施
○「心のサポーター」の養成

自殺者の割合（人口10万対）
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分　野 目　　標 指標出典
計画策定
現状値

中間見直
現状値

実績
（直近）

目標値
（R4）

令和２年度の主な県の施策評 価 指 標

男性 17.6%
18.2%
(H28)

- 13%

女性 7.3%
8.0%
(H28)

- 6.4%

4.3%
3.7%
(H28)

- 0%

2.0%
0%

(H28)
- 0%

母子保健事業
のまとめ

4.2%
（H23）

1.1%
（H28）

0.6%
（H30）

0%

20.5%
20.2%
(H28)

- 12%

40.5%
42.0%
(H28)

- 全国値以下

16.8%
10.5%
(H28)

- 全国値以下

46.8%
51.9%
(H28)

- 全国値以下

19.6%
13.4%
(H28)

- 全国値以下

2.1%
4.8%
(H28)

- 0%

0%
0%

(H28)
- 0%

母子保健事業
のまとめ

2.9%
（H23）

1.7%
（H28）

1.6%
（H30）

0%

3.6%
（H24）

3.6%
（H28）

- 0%

2.4%
（H24）

1.9%
（H28）

- 0%

31.9%
（H24）

32.2%
（H28）

- 0%

17.0%
（H24）

12.0%
（H28）

- 3%

39.3%
（H24）

34.7%
（H28）

- 15%

飲　　酒

生活習慣病のリス
クを高める量を飲
酒している者の割
合の減少

生活習慣病のリスクを高める
量を飲酒している者の割合
（20歳以上）

県民健康
・栄養調査

○保健所による出前講座の実施（再掲）
　（学校、企業等の依頼に対応）
○各保健所、精神保健福祉センターにおける電話や対面に
　よる心の健康相談を実施（再掲）
○アルコール依存症関連問題支援者向け研修の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）
○アルコール依存症回復プログラムの実施
○妊娠届出時等の機会を活用した妊婦への正しい知識の普
　及啓発（母子保健推進強化事業：子ども家庭課）

未成年者及び妊
娠中の女性の飲
酒をなくす

未成年者の飲酒割合

高校３年生男子

高校３年生女子

妊娠中の女性の飲酒割合

喫　　煙

喫煙率の減少
（特に20～30歳
代の喫煙率の減
少）

成人の喫煙率

高校３年生女子

妊娠中の女性の喫煙率

県民健康
・栄養調査

○飲食店の禁煙化に伴う改装費に対する補助
○改正健康増進法及び山形県受動喫煙防止条例の普及啓発
　（Ｒ2.4.1～原則屋内禁煙）
○保健所による出前講座の実施（再掲）
　（学校、企業等の依頼に対応）
○保健所に禁煙窓口を設置し、禁煙相談の実施
○保健所が市町村実施の妊産婦、乳幼児健診において連携
　して禁煙支援の実施
○禁煙治療実施医療機関を県のホームぺージで紹介
○関係機関・団体、飲食店等への個別訪問による受動喫煙
　防止対策に取り組む施設の拡大
○健康経営の推進（再掲）
　・健康経営アドバイザーと連携した健康経営実践支援
　・特別番組｢いま注目！山形版健康経営｣の放送(11月)
○「やまがた健康づくり大賞」による優良事例の普及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）

20～30歳代の喫煙
率

20歳代男性

20歳代女性

30歳代男性

30歳代女性

未成年者の喫煙率

高校３年生男子
県民健康
・栄養調査

受動喫煙の機会
の減少

受動喫煙の機会を有
する者の割合

行政機関

県政アンケート

医療機関

職　場

家　庭

飲食店
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分　野 目　　標 指標出典
計画策定
現状値

中間見直
現状値

実績
（直近）

目標値
（R4）

令和２年度の主な県の施策評 価 指 標

男性 55.8%
43.8%
(H27)

- 41.6%

女性 31.7%
27.4%
(H27)

- 24.7%

男性 33.1%
34.5%
(H27)

- 31.8%

女性 15.4%
11.1%
(H27)

- 13.7%

メタボリックシン
ドロームの該当者
及び予備群の減少

6.7%
の減少

20.12%
の減少
（H27）

15.0%
の減少
（H30）

25%以上の
減少

50.2%
60.0%

（H27）
63.9%

（H30）
70%

17.0%
22.6%

（H27）
28.9%

（H30）
45%

糖尿病による合
併症の減少

日本透析学会
資料

94人
120人

（H27）
132人
（R1）

90人

メタボリックシンド
ロームの該当者及び
予備群の減少

特定健診・特定保健
指導の実施率の向上

男性 50.1%
49.5%
(H28)

- 58%

女性 42.1%
47.2%
(H28)

- 48%

71.8%
77.5%
(H28)

- 80%

高齢者の社会参
加の向上

35.2%
40.3%
(H28)

- 45%

循 環 器
疾　　患

脳卒中・心疾患
による死亡者の
減少

脳血管疾患の年齢調整死亡
率（人口10万対）

人口動態統計
○保健所による出前講座の実施（再掲）
　（学校、企業等の依頼に対応）
○各保険者、検診機関の担当者を対象にした特定保健指導
　従事者研修会の開催
○「減塩・ベジアッププロジェクト」の展開（再掲）
○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）（再掲）
　・生活習慣病の予防
　・特定健診・特定保健指導の受診勧奨
○健康経営の推進（再掲）
　・健康経営アドバイザーと連携した健康経営実践支援
　・特別番組｢いま注目！山形版健康経営｣の放送(11月)
○「やまがた健康づくり大賞」による優良事例の普及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）
○「やまがた健康マイレージ事業」の実施（再掲）
○「通いの場」における介護予防プログラムの実践

○糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防のためのハイリスク
　アプローチの実施及び糖尿病等対策検討会の開催
○置賜地域での糖尿病重症化予防モデル事業の実施
○特定健康診査データよりリストアップした人工透析ハイ
　リスク者への受診勧奨の実施
○県ホームページでの糖尿病専門外来や糖尿病教室等の情
　報発信

虚血性心疾患の年齢調整死
亡率（人口10万対）

平成20年度と比べたメタボリックシン
ドローム該当者及び予備群の減少
率

厚生労働省調べ特定健診・特定保
健指導の実施率の
向上

特定健康診査の受診率

特定保健指導の終了率

糖 尿 病

糖尿病腎症による年間新規透析導
入患者数

－　再　掲　－

－　再　掲　－

慢性閉塞
性肺疾患

ＣＯＰＤの認知
度の向上

ＣＯＰＤの認知度（20歳以上） 県政アンケート
45.4%

（H24）
42.6%

（H28）
- 80% ○保健所による出前講座の実施（再掲）

高齢者の
健　　康

高齢者の心身機
能の維持向上

運動習慣のある高齢者の割
合（65歳以上）

県民健康
・栄養調査

○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）（再掲）
　・地域資源を活用したウォーキングコースの紹介
　・バランスの良い食事内容の紹介
○「やまがた健康づくり大賞」による優良事例の普及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）
○「やまがた健康マイレージ事業」の実施（再掲）
○地域で健康づくりに取り組める拠点｢やまがた健康づく
　りステーション」の創設経費への補助（再掲）
○「通いの場」における介護予防プログラムの実践
○置賜保健所作成の「低栄養予防食べ方レシピ」の普及
○高齢者の生きがいづくり・生活支援活動人材育成講座の
　開催
○老人クラブ活動への助成
○高齢者の新分野への就労開拓を図るため、シルバー人材
　センターを支援（雇用対策課）

栄養バランスを考えて食事をとって
いる高齢者の割合（65歳以上）

地域活動に参加している高齢者の
割合（65歳以上）
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分　野 目　　標 指標出典
計画策定
現状値

中間見直
現状値

実績
（直近）

目標値
（R4）

令和２年度の主な県の施策評 価 指 標

男性 106.2
91.2
(H27)

87.1
(R元)

ー

女性 56.9
52.6
(H27)

48.0
(R元)

ー

男女計 80.6
71.4
(H27)

67.4
(R元)

67

47.0%
57.0%
(H28)

56.1%
(R元)

60%

35.5%
60.6%
(H28)

62.2%
(R元)

60%

36.3%
53.6%
(H28)

56.0%
(R元)

60%

42.1%
46.3%
(H28)

46.5%
(R元)

60%

40.8%
46.8%
(H28)

47.3%
(R元)

60%

山形県がん
検診成績表

76.0～
88.4%
（H23）

80.7%～
89.7%
（H27）

79.0%～
92.1%

（H30）
100%

37.0%
48.5%
(H28)

- 55%

43.0%
52.8%
(H28)

- 65%

県民健康
・栄養調査

74.3%
74.0%
(H28)

- 80%

母子保健事業
のまとめ

70.2%
79.8%

（H27）
85.0％
(H30)

90%

学校保健統計 1.1本
0.7本

（H28）
0.6本
(R1)

0.5本

県民健康
・栄養調査

44.6% － - 65%

県政アンケート 67.9%
80.2%

（H28）
- 80%

が　ん

がんによる死亡
者の減少

がんの75歳未満年齢調整死
亡率（人口10万対）

国立がん研究
センターがん情
報サービス「が
ん登録・統計」

《がん対策県民運動の実施（●印）》
●病院外のがんに関する相談窓口である「がん総合相談支
　援センター」の設置
●子宮頸がん及び乳がん検診の休日検診機会の拡大
●がん教育を受けた子供から家族にがん検診受診を促す
　メッセージ事業の実施
●若い頃からがん予防に対する関心を高めるため、健康教
　室による正しい知識やがん予防の普及啓発
●医療用ウイッグ乳房補整具購入費への助成
○がん検診の事業評価及び精度管理の推進のための外部有
　識者を交えた協議会等の開催
○地域がん登録及び全国がん登録の実施
 （がんの罹患や転帰の状況を登録、集計、分析する「が
　 ん登録」を実施し、罹患率や生存率などがん対策を進
   める上で必要なより正確ながんの実態を把握）
○「やまがた健康マイレージ事業」の実施
 （再掲）
○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）（再掲）
　・がん検診の受診勧奨

がん検診の受診
率の向上

がん検診の受診率

胃がん

国民生活
基礎調査

肺がん

大腸がん

子宮がん

乳がん

がん検診の精密検査受診率

全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

がんになってもこれまでどおり安心して暮らし続けられる社会の構築

歯・口腔
の 健 康

歯の喪失防止と
口腔機能の維持

8020達成者の割合
県民健康
・栄養調査 ○歯科健診受診促進のためのポスター、チラシ等作成

○歯科口腔保健の普及・啓発や調査・研究などを行う「山
　形県口腔保健支援センター」の運営
○事業所における歯科保健指導の実施による働き盛り世代
のかかりつけ歯科医の普及・定着
○在宅歯科診療ができる歯科医師・歯科衛生士養成講習会
　の開催
○在宅歯科診療の初度設備整備への補助
○在宅歯科医療連携室の設置・運営
○特別支援学校におけるフッ化物歯面塗布の実施
○障がい者歯科保健の従事者を対象とする研修会の開催
○歯科衛生士の復職支援のための研修会の開催
○障がい児・者の支援者のためのハンドブックの作成
○「やまがた健康ガイド」の発行（10月20万部）（再掲）
　・口腔ケアについて

歯間部清掃用具を使用している人
の割合（18歳以上）

成人の喫煙率 －　再　掲　－

20～30歳代の喫煙率 －　再　掲　－

60歳代における咀嚼良好者の割合

乳幼児・学齢期
のむし歯のない
者の増加

むし歯のない３歳児の割合

12歳児の一人平均むし歯本数

過去１年間に歯
科健診を受診し
た者の増加

過去１年間に歯科健診を受診した者
の割合（18歳以上）

かかりつけ歯科医を持つ者の割合
（20歳以上）

－
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令和２年度主要事業の実施状況（健康増進分野）

１ 減塩・ベジアッププロジェクト事業 

  生活習慣病（特に脳血管疾患と心疾患）のリスク因子を減らすため、山形が誇る豊かな“食”

を楽しみながら健康長寿日本一を目指す「減塩・ベジアッププロジェクト」を展開し、健康

的な食生活の普及・定着を促進する。 

（１）減塩や野菜の摂取を呼びかけるキャンペーンの展開【新規】 

  ① スーパー等においてキャンペーンを実施 

毎月１９日の「減塩・野菜の日」を中心に、スーパーのサービスデーなどに合わせて、

減塩や野菜の摂取を呼びかけるキャンペーンを展開 

・キユーピーやカゴメと連携した店頭でのＰＲ活動の実施 

ベジチェック､野菜計測体験､着ぐるみによる賑わい創出､レシピ･チラシの配布等 

・“米沢栄養大学お勧め”野菜たっぷり商品の販売 

・“かるしお”認定商品をはじめとする減塩商品の特設コーナーの設置 

  ② 県庁・総合支庁の食堂等と連携した取組み 

   ・塩分を控え１日に必要な野菜の半分以上を摂取できる「ベジボックス」の販売 

   ・総合支庁食堂における適塩ランチ等の販売 

③ メディア等を活用した普及啓発 

   ・新聞広告、テレビ、ラジオを活用した普及啓発の実施 

   ・ポスター、チラシを活用した普及啓発の実施 

（２）栄養大お勧め野菜たっぷり商品の販売・ＰＲ【新規】

 ・１品で 70ｇ以上の野菜を摂取できる惣菜の開発をスーパー

に働きかけ、県がデザインした“米沢栄養大学おすすめ”

シールを貼付して販売（協力：米沢栄養大学、ヤマザワ） 

（３）家庭・学校での減塩・ベジアップ教育 

・教育庁と連携を図り、米沢栄養大学監修のリーフレットを活用し、学校における食育

（子ども）を通じて、家庭（家族）の減塩・ベジアップを促進 

（４）地域食育タスクフォース 

・各保健所が事務局となり、地域の子育て、教育、６次産業等の関係者と連携を図りな

がら、食生活改善の取組みを推進 

ベジチェック 野菜たっぷり商品

－ 7 －

資料３



・県ホームページ「やまがた情報ステーション」で保健所が作成したレシピを情報発信 

・いきいき健康まつりで減塩・ベジアップの普及啓発（庄内保健所） 

・管理栄養士の事業所訪問による普及啓発の実施 

２ やまがた健康ガイドの発行【やまがた健康フェアを新型コロナの感染予防の観点から組替】

  ① 目的 

    感染予防の視点を踏まえながら、「新型コロナに負けない身体づくり」を推進するた

め、密を避けながら、個人や家族、友人など、小さな単位で屋外（県内の名所､公園等）

や自宅において、分散して行う健康づくりを普及させる。 

 ② 内容 

   ○ 人混みを避け屋外で行う健康づくり 

     地域資源を巡るウォーキングコース、やまがた百名山の

トレッキングコースなど 

○ 自宅で行う健康づくり 

     腰痛を予防するストレッチ体操、フレイル・ロコモを予

防する体操、バランスのとれた食事のとり方、減塩・ベジ

アッププロジェクトなど 

○ その他 

     生活習慣病の予防、健診の受診勧奨、新型コロナに関する情報など 

  ③ 発行 

10月中旬に20万部を作成し、山形新聞折込み、実行委員会に参画する各団体による配

布、ホームページからのダウンロード等、様々な手法で情報発信 

３ 健康経営推進事業

（１）健康経営特別番組「いま注目！山形版健康経営」の制作、放送 

  ① 目的、概要  

    県内事業所における従業員の健康づくりを推進するために、県内の経営者や総務担当

者を対象に、健康経営に係る政府の取組みや県内の最新事例などを紹介する。 

  ② 日時等  

令和２年 11 月 29 日（日）14：00～14：55     

県・山形放送主催 

③ 内容（取材先）  

・健康づくり大賞受賞企業の取組みの紹介 

（山形日産グループ、進和ラベル印刷） 

    ・各事業所の実践事例の紹介 

     （ヤマコン・モガミ住研、菅原運送） 

・県と健康経営アドバイザーによる健康経営実践支援について（アクサ生命保険米

沢営業所、情野冷熱機工） 

・県と関係団体等との連携協定について（健康保険組合連合会山形連合会、全国健

康保険協会山形支部、商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会、
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アクサ生命保険株式会社） 

・健康経営のメリット、コロナ禍での健康経営について 

（東京大学政策ビジョン研究センター特任教授・内閣府経済財政諮問会議専門委員

（社会保障担当） 古井 祐司氏） 

・学生の企業選びにおけるポイントについて（山形大学准教授 山本 美奈子氏） 

（２）健康経営推進コンソーシアムの開催 

   ① 目的、概要 

「コロナ禍での健康経営」をテーマに、健康経営をめぐる国や県の動向等について

理解を深めるほか、関係団体の連携を強化し、コロナ禍の中で健康経営を停滞させ

ずに推進させる施策や健康経営をとおして県全体の活性化につながる取組みについ

て検討する。 

   ② 日時等 令和２年10月23日（金）14：00～15：30 リモート開催 

   ③ 参加者 

 古井祐司氏、山形県健康づくり推進課、全国健康保険協会山形支部、健康保険組合

連合会山形連合会、山形商工会議所、酒田商工会議所、新庄商工会議所、長井商工会

議所、天童商工会議所、アクサ生命保険山形支社、山形放送 

４ やまがた健康づくり大賞

  ① 目的 

    健康づくりに積極的に取り組み、他の模範となる企業及び団体等を顕彰することによ

り、その功績等を称えるとともに、その活動内容を広く紹介し、県民の健康づくりを推

進する。 

  ② 審査部門  

    「健康経営部門」「地域団体部門」「減塩推進部門（新設）」の３部門 

  ③ 募集期間   

    令和２年８月３日～９月30日 

  ④ 選考結果 

    健康経営部門 山形陸運㈱（山形市） 

    地域団体部門 中通り商店街振興組合（酒田市） 

    減塩推進部門 イオン東北㈱（秋田県）、 

㈱丸十大屋（山形市）、 

㈱マルハチ（庄内町） 
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５ やまがた健康マイレージ事業

  ① 目的    

    県民一人ひとりの自発的な健康づくりの実践を促すことにより、生活習慣の改善を図

るため、楽しみながら、継続的に健康づくりに取り組める環境を整備する。

  ② 実施市町村数 

    31市町村 

  ③ 協力店舗数 

  726店舗 

（令和３年２月現在）

６ やまがた健康づくりステーション事業

  ① 目的    

    自主的・主体的に健康づくりに取り組むことができる拠点の創設に対する支援を行う

ことにより、幅広い年齢層に対する健康意識の底上げを図るとともに、健康づくりの実

践を促す。 

  ② 事業種類 

   ［広域集客型］（募集：H28～R1年度） 

概要: 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の県民が利用する施設を活用した健康

づくりに関する事業の実施を支援する。 

対象: 民間企業・団体等 

   ［地域密着型］（募集：H28～R2年度） 

概要: 県民が気軽に通える公民館等を拠点とし、住民が主体となった健康づくり活

動を支援する。住民主体の運営により、地区住民の絆が深まり、ソーシャル

キャピタル（社会関係資本）の醸成も期待される。 

対象: 町内会、地域住民有志 ＮＰＯ・ボランティア団体等 

  ③ 採択箇所数（実数） 

   ［広域集客型］ ３か所 

   ［地域密着型］ 50か所 

７ 受動喫煙防止対策  

 （１）目的   

    令和２年４月に施行された改正健康増進法（以下「改正法」）及び山形県受動喫煙防

止条例（以下「条例」）に基づき、望まない受動喫煙の防止のための取組を推進する。  

（２）事業内容 

   ① 改正法及び条例の施行と受動喫煙による健康影響の周知 

・県民に対して、広報媒体や各種イベント、職員出前講座等を活用した普及啓発活動

を実施 

・事業者に対して、事業者団体と連携した周知・説明、リーフレット配布、巡回訪問、

職員出前講座等を活用した普及啓発を実施 
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   ② 改正法及び条例の施行に対する対応 

    ・義務違反に対する指導・助言、立入調査等を実施 

    ・屋内禁煙とした飲食店等に禁煙標識を交付 

   ③ 屋内完全禁煙化を前提とした改装等を行う既存の小規模飲食店を対象とした支援

策を実施（受動喫煙防止対策設備等整備事業補助金） 

    ＜令和２年度補助実績＞ 20 件 

④ 禁煙治療実施機関の情報提供を実施 

 「保険適用による禁煙治療実施医療機関」を県ホームページに掲載 

   ⑤ 受動喫煙防止対策推進委員会の実施 

８ 糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業

  ① 目的 

    糖尿病や慢性腎臓病の重症化による人工透析の導入は生活の質に大きな影響を及ぼ

すため、関係機関と連携し、重症化予防、人工透析への移行を防止する。 

  ② ハイリスクアプローチ事業の実施【新規】 

    国民健康保険の被保険者を対象に、特定健康診査データを基に、重症化リスクの高い

者をリストアップし、市町村に提供するとともに、データ活用に関する研修を行い、市

町村におけるハイリスク者への受診勧奨により適切な医療につなげる。 

   ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防に係る研修会 

    日  時：令和２年10月13日（火） 10:00～12:10 

        会  場：村山総合支庁西村山地域振興局 

    内  容：重症化予防に関する個人リストの内容と活用方法、人工透析導入ハイリス

ク者に対する保健指導のポイント ほか 

    参 加 者：市町村・保健所担当者等 

   ・ハイリスク者データの提供 375人 

  ③ 糖尿病等対策検討会の開催 

   ・第１回糖尿病等対策検討会 

    日  時：令和２年８月６日（木） 15:30～17:00 

    会  場：県庁 

    内  容：（１）令和２年度糖尿病及び慢性腎臓病(CKD)重症化予防事業について 

         （２）置賜地域・各機関・団体における取組みについて 

    参集範囲：県糖尿病対策推進会議、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、 

                  県看護協会、県栄養士会、県保険者協議会、各保健所等 

   ・第２回糖尿病等対策検討会 

    日  時：令和３年３月３日（月） 10:30～12:00 

    会  場：県庁 

    内  容：（１）糖尿病及び慢性腎臓病(CKD)重症化予防プログラム改定について 

         （２）各機関・団体における取組みについて 

    参集範囲：第１回と同じ 
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令和２年度主要事業の実施状況（がん対策分野）

 １ がん総合相談支援センター運営事業 

  ① 目的 

    がん患者やその家族の相談窓口として、各地域の拠点病院に設置している「相談支援

センター」を補完し、相談機能を充実するため、治療に関することだけでなく、仕事と

治療の両立や療養生活に関することなど、がん患者やその家族の悩みに寄り添える相談

窓口を病院以外に設置するとともに、がん経験者の協力を得て、患者同士、家族同士で

支え合うことのできるピアサポート活動を支援する。 

  ② 事業の概要 

   ア 相談窓口の設置 

    ・「がん総合相談支援センター」を山形検診センター（山形市蔵王成沢）に、「がん総

合相談支援センター庄内支所」を庄内検診センター（酒田市東町）に設置 

    ・さらに令和２年度から「最上窓口」「米沢窓口」「南陽窓口」として最上・米沢・南

陽各検診センターにも相談窓口を拡充 

   イ ピアサポート事業 

    ○ 養成講座やフォローアップ研修会を開催 

（ピアサポーター養成：平成29年度～令和元年度65人、令和２年度10人） 

    ○ 活動支援（ピアサポーターの派遣や活動場所の紹介、がんサロンの開催等） 

      ※ 「ピアサポート」とは、がんの治療をした方やその家族が、経験を共有し、

ともに考え、がん患者の方やその家族等を支援する活動をいい、ピアサポート

をする人をピアサポーターという。 

   ウ がん検診受診促進などの啓発活動 

 ２ 女性のがん検診受診率向上対策 

  ① 目的 

    女性特有のがんである子宮頸がんの本県の検診受診率は

全国１位、乳がんの検診受診率は全国３位と高いながらも、

それぞれ47.3％、46.5％と50％にも満たない状況にある。 

    女性が受診しやすい環境づくりを推進し、受診率を向上さ

せるため、10月の「がん検診推進強化月間」に合わせて、休

日や平日夜間に検診が実施されるよう支援する。 

  ② 概要 

    令和２日10月18日（日）を県内一斉実施日とし、10月に市 

   町村が実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診において、医師など検診従事者の確保が

困難な場合の従事者派遣経費を検診機関に補助 
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３ 都道府県がん診療連携拠点病院機能強化事業 

  ① 県の中心的ながん診療機能を担い、都道府県がん診療連携拠点病院（県立中央病院）

で専門的ながん医療を行う医師、薬剤師、看護師等を対象とした研修の実施、情報提供、

症例相談や診療支援を実施し、県がん診療連携協議会を開催 

  ② さらに、自院の機能強化を図り、がん患者及びその家族等に対する相談支援、がんに

関する各種情報の収集・提供等の事業を実施することにより、質の高いがん医療の供給

体制を整備

 ４ 地域がん診療連携拠点病院機能強化事業 

① 目的 

 厚生労働大臣が指定した「地域がん診療連携拠点病院」において、がん医療に従事す

る医師等に対する研修、がん患者や家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の

収集・提供等の事業を実施することにより、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を

図るとともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的とする。

  ② 対象 

    日本海総合病院、山形市立病院済生館、山形県立新庄病院、公立置賜総合病院 

 ５ がん登録等の推進に関する法律に基づくがん登録 

  ① 制度 

  がん登録等の推進に関する法律に基づき、日本でがんと診断されたすべての人のデー

タを、国立がん研究センターで１つにまとめて集計・分析・管理する仕組み 

  ② 内容 

   ・全国がん登録の実施 

   ・山形県がん登録情報利用審議会の開催 

 ６ 医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業 

  ① 目的  

   治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して

支援するため、がん患者に対し、医療用ウイッグと乳房補整具の購入費用を助成する。 

  ② 事業内容 

   ・助成対象 がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除を受けたがん患者 

   ・助成金額 購入経費の 1/2  

         （上限額）医療用ウイッグ：２万円（県 1/2、市町村 1/2） 

                           乳 房 補 整 具：１万円※（   同上   ） 

                                      ※一部市町村で独自の上乗せあり 

  ③ 助成実績（H26 年度～R1 年度：医療用ウイッグのみ） 

    Ｈ29 年度：441 人 

    Ｈ30 年度：416 人 

    Ｒ１年度：489 人 
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 ７ 健康長寿県やまがた推進基金活用事業費 

 （１）若者に対するがん予防支援事業

  ① 目的 

    基金を活用し、がんに対する関心が薄い20代

から30代の若者に対し、正しい知識やがん予防

の普及啓発を行うとともに、受診経費の支援を

行い、健康意識の向上を図る。 

  ② 概要 

   ア がんに関する正しい知識やがん予防の普及啓発等の健康教育を実施する。 

   イ 若者が気軽に検査を受診できるよう、受診費用の一部を支援する。 

 （２）その他 

   やまがたピンクリボン運動実行委員会と連携し、乳がん検診の受診及びセルフチェッ

クを啓発するためのポスターを作成（事業所、医療機関、公共施設等へ配布） 
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令和２年度主要事業の実施状況（歯科口腔保健分野） 

１ 各市町村で実施する歯周疾患検診

  ① 概要 

歯周疾患検診の実施（市町村、県、国が１／３ずつ負担） 

  ② 対象者 

当該年度に40歳、50歳、60歳、70歳に達する者 

  ③ 受診方法 

対象者に対して市町村で案内通知を発送。対象者は指定された歯科診療所に予約の 

うえ、受診（35市町村で実施 令和元年度受診率：3.0％） 

２ 歯科口腔保健の普及啓発や調査研究等を行う｢山形県口腔保健支援センター｣の設置運営

  ① 目的、概要 

    歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、歯科医療等業務に従事する者等に対する

情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関として、山形県健康福祉部健康づくり

推進課内に｢山形県口腔保健支援センター｣を設置 

  ② 開所日 

    平成30年６月４日（月） 

  ③ 業務内容 

市町村が行う歯科保健事業への支援や一般県民に対する普及啓発を行うとともに、障

がい児の歯科疾患予防のため特別支援学校でのフッ化物歯面塗布（８参照）を行うほか、

以下の事業を実施 

＜令和２年度事業＞ 

○ 障がい者の支援者のための歯科保健ハンドブックの作成 

○ 障がい児・者に対応した歯科医療を提供している医療機関の情報を紹介するた

め、県内歯科医療機関を対象としたアンケート調査を実施 

  ⇒上記ハンドブックに反映 

○ 県内歯科医療機関における歯科衛生士不足への対応を検討するため、県歯科医

師会、県歯科衛生士会等関係機関と連携し、歯科衛生士の離職原因及び復職支援の

ニーズを把握するためのアンケート調査を実施（対象：歯科医師、歯科衛生士） 

○ 保健指導従事者（市町村保健師等）を対象とした、糖尿病重症化予防の観点か

らの研修会の開催（３参照） 

障がい者支援施設や保

護者の皆様等にお役立

ていただけるよう、障

がい別の口腔内の特徴

や歯科治療・口腔ケア

などについて掲載
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３ 歯科保健に関する研修事業

① 目的 

    市町村保健師等の保健事業担当者と、糖尿病重症化予

防のために必要となる歯科口腔保健に関する知識の共

有を図る。 

② 日時 令和２年10月13日（火） 

③ 場所 村山総合支庁西村山地域振興局  

  ④ 内容 

   ア）講演「糖尿病と歯周病の関連性」 

講師 山形県口腔保健支援センター 歯科医師  吉田 雪絵 

                 歯科衛生士 伊藤 典子 

イ）個別相談 

４ 成人歯科保健対策推進事業

① 目的、概要 

職域における歯科健診体制を整備し、かかりつけ歯科医の定着促進を図るため、歯科

医師及び歯科衛生士が事業所を訪問し、「生活歯援プログラム」を活用した歯科保健指

導を行い、精密検査が必要な者に歯科医院の受診を促すもの（県歯科医師会に委託） 

※例年、事業所に歯科医師・歯科衛生士が訪問し、唾液潜血検査やガムによる咀嚼力判

定も実施しているが、令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、対面での実施

を見送り、Zoom によるオンラインでの歯科保健指導に変更 

  ② 令和２年度実施事業所 

    ヤマコン、東北電化工業 

５ 在宅歯科医師養成のための講習会の開催

① 目的 

在宅歯科診療を行う歯科医師等の養成（県歯科医師会に委託） 

  ② 日時 令和２年９月 12 日（土）、13 日（日） 

  ③ 場所 山形県歯科医師会館からのZoomによるWeb配信 

④ 内容 

 ア 「超高齢社会における咀嚼の意味―食の安全と楽しみ・健康長寿のために―」 

講師 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野教授 小野 高裕 氏

   イ 「口腔機能低下症の評価と対応」 

講師 日本歯科大学新潟生命歯学部訪問歯科口腔ケア科准教授 白野 美和 氏 

   ウ 「摂食嚥下リハビリテーションにおける多職種連携の実際～置賜地区摂食嚥下支

援事業を通じて～」 

講師 三友堂リハビリテーションセンター病院長 穂坂 雅之 氏 

   エ 「歯科関係者が知っておきたい摂食嚥下障害へのアプローチ」 

講師 聖隷横浜病院 言語聴覚士 前田 広士 氏 

研修会の様子
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６ 在宅歯科診療を実施するための医療機器整備事業

  ① 目的、概要 

    在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、歯科医療機関に対し、在宅歯科診療に必要

な医療機器の整備費用を補助 

  ② 対象 

    在宅歯科医師養成のための講習会を修了した歯科医師が常勤する歯科診療所等 

  ③ 補助率 ２／３ 

７ 在宅歯科医療連携室による県民や医療介護職などへの普及啓発

① 目的、概要 

    地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制を構築するため、在宅歯科

医療連携室を設置・運営（県歯科医師会に委託） 

  ② 設置場所 

 山形県歯科医師会館内（平成 30 年度から歯科衛生士を１名配置） 

８ 特別支援学校でのフッ化物歯面塗布の実施

  ① 目的、概要 

    障がい児のむし歯予防対策を推進するため、特別支援学校に歯科医師及び歯科衛生士

を派遣し、希望する児童・生徒に対してフッ化物歯面塗布を実施 

  ② 実施校 特別支援学校 18 校／年２回 

    ※令和２年度は新型コロナウイルスの影響により休校期間があったため、年１回の実

施となった。 

９ 障がい者歯科保健研修会の開催

  ① 目的 

    障がい者の歯科診療に対応できる人材の育成（県歯科医師会に委託） 

  ② 日時 令和２年 11 月７日（土） 

  ③ 場所 山形県歯科医師会館からのZoomによるWeb配信 

  ④ 内容 

   ア 「在宅で療養している小児の現状と求められる歯科的対応」 

     講師 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授 田村 文誉 氏 

   イ 「子育て支援としての小児在宅医療 －訪問診療の実際－」 

     講師 あおぞら診療所ほっこり病院 院長 田中総一郎氏 

10 歯科衛生士の確保対策及び在宅歯科診療に対応できる人材育成のための研修会の開催

① 目的 

臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援、在宅における適切な口腔ケアを提供で

きる知識・能力を有する歯科衛生士の養成（県歯科医師会に委託） 

② 日時 令和２年12月６日（日） 

  ③ 場所 山形県歯科医師会館からのZoomによるWeb配信 

④ 内容 
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   ア 「歯科衛生士として知っておきたい歯周病と糖尿病の関係」 

     講師 医療法人盟陽会富谷中央病院 歯科衛生士長 中澤 正絵 氏 

   イ 「患者さんの気持ちを動かす接遇力５つのポイント」 

     講師 Kuriere 代表 歯科衛生士 北原 文子 氏 

11 歯科医療安全管理体制推進研修会の開催（県歯科医師会に委託）

（１）歯科医療安全に関する研修会 

① 目的、概要 

    歯科医師や歯科診療所で働くスタッフの歯科医療安全に関する知識の習得や技術の

向上を図るための研修会を開催 

  ② 日時 令和２年 10 月８日（木） 

    ③ 場所 山形県歯科医師会館からのZoomによるWeb配信 

  ④ 内容 

   ア 「感染症の現状と歯科における感染症伝播のリスク」 

講師 山形大学医学部附属病院検査部部長・病院教授 

                   感染制御部部長  森兼 啓太 氏 

   イ 「with コロナ時代の感染対策について～職員の安全を確保するために～」 

     講師 医療法人医誠会 感染監査室室長 感染管理認定看護師   岡森 景子 氏 

（２）新任歯科医師等研修会 

① 目的、概要 

    新しく歯科医療に従事する歯科医師等を対象として、医療安全管理のための基本的な

考え方、具体的方策等についての研修会を開催 

  ② 日時 令和２年12月５日（土） 

  ③ 場所 山形県歯科医師会館４階大会議室ほか 

  ④ 内容 最近の歯科相談の動向 など 
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令和３年度主要事業の概要（健康増進分野） 

 「健康長寿日本一」の実現のため、「新型コロナに負けない身体づくり」という新たな視点

を取り入れ、「食」と「運動」を切り口として県民総参加で健康づくりを推進する。 

１ 減塩・ベジアッププロジェクト事業【拡充】 

（１）目 的 

生活習慣病（特に脳血管疾患と心疾患）のリスク因子を減らすため、山形が誇る豊かな

“食”を楽しみながら健康長寿日本一を目指す「減塩・ベジアッププロジェクト」を展開

し、健康的な食生活の普及・定着を促進する。 

（２）内 容 

① 減塩・ベジアップキャンペーンの展開 

   食生活を改善する気運を醸成するためのキャンペーンを県全域で展開 

② 栄養大ブランド商品（推奨商品）の創出【新規】 

    スーパー等を「健康づくり応援企業」として認定し、米沢栄養大学が推奨する減塩・

ベジアップ商品の販売・普及を図り、自然に食生活の改善が進む環境づくりを推進 

③ 減塩・ベジアップ教育の推進 

    米沢栄養大学監修のリーフレットを活用し、学校における食育（子ども）を通じて、

家庭（家族）の減塩・ベジアップを促進 

④ 地域食育タスクフォース 

  各保健所が事務局となり、地域の子育て、教育、６次産業等の関係者と連携を図りな

がら、食生活改善の取組みを推進 

２ やまがた健康ガイドの発行

（１）目 的 

   新型コロナの影響により、運動不足、体力の低下、体重の増加等が懸念されるため、

健康づくりを実践するためのポイントをまとめた「やまがた健康ガイド」をバージョン

アップし、「新・生活様式」に対応した「食」や「運動」をはじめとする健康づくりの普

及啓発を行う。 

（２）内 容 

  ①「食」をテーマにした健康づくり 

     バランスのとれた食事のとり方、減塩・ベジアッププロジェクトなど 

②「運動」をテーマにした健康づくり 

地域資源を活用したウォーキングコースの紹介、歩数を競うウォーキングイベント

の開催など 

③ その他 

     生活習慣病の予防、健診の受診勧奨、新型コロナに関する情報など 

（３）発 行 

９月中旬に20万部を作成し、山形新聞折込み、実行委員会に参画する各団体による配

布、ホームページからのダウンロード等、様々な手法で情報発信 
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３ 健康経営推進事業 

（１）目的、概要  

県内事業所における従業員の健康づくりを推進するために、県内の経営者や総務担当

者を対象に、健康経営に係る政府の取組みや県内の最新事例などを紹介するためのセミ

ナーを開催する。（状況に応じ特別番組の制作・放送） 

（２）内容 

   ア）関係者による情報交換会 

   イ）健康経営セミナー 

○主催等 主  催：県、山形放送株式会社 

     共  催：全国健康保険協会山形支部 

○日 時 令和３年 秋を予定 

○定 員 約200人 

     ○内 容 基調講演、県内（外）の先進事例、その他講演を予定

４ やまがた健康づくり大賞 

（１）目 的 

健康づくりに積極的に取り組み、他の模範となる企業及び団体等を顕彰することによ

り、その功績等を称えるとともに、その活動内容を広く紹介し、県民の健康づくりを推

進する。 

（２）審査部門 

  「健康経営部門」「地域団体部門」「減塩・ベジアップ推進部門」の３部門 

（３）募集期間 

  制度の周知を含め、夏ごろから２か月間 

５ やまがた健康マイレージ事業 

（１）目 的    

県民一人ひとりの自発的な健康づくりの実践を促すことにより、生活習慣の改善を図る

ため、楽しみながら、継続的に健康づくりに取り組める環境を整備する。 

（２）取組内容 

  ・協力店拡大のための事業者向け事業ＰＲ 

  ・市町村との連携による様々な広報媒体を活用した県民向け事業ＰＲ 

６ 受動喫煙防止対策 

（１）目 的 

    改正健康増進法（以下「改正法」）及び山形県受動喫煙防止条例（以下「条例」）に基

づき、望まない受動喫煙の防止のための取組を推進する。 

（２）内 容 

   ① 改正法及び条例の施行と受動喫煙による健康影響の周知 

・県民に対して、広報媒体や各種イベント、職員出前講座等を活用した普及啓発活動

を実施 
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・事業者に対して、事業者団体と連携した周知・説明、リーフレット配布、巡回訪問、

職員出前講座等を活用した普及啓発を実施 

   ② 改正法及び条例に基づく対応 

    ・改正法の義務違反に対する指導・助言、立入調査等を実施 

    ・屋内禁煙とした飲食店等に禁煙標識を交付 

   ③ 禁煙治療実施機関の情報提供を実施 

・「保険適用による禁煙治療実施医療機関」を県ホームページに掲載 

７ 糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業 

（１）目 的 

    糖尿病や慢性腎臓病の重症化による人工透析の導入は生活の質に大きな影響を及ぼ

すため、関係機関と連携し、重症化予防、人工透析への移行を防止する。 

（２）内 容 

  ① ハイリスクアプローチ事業 

    国民健康保険の被保険者を対象に、特定健康診査データを基に、重症化リスクの高い

者をリストアップし、市町村に提供するとともに、データ活用に関する研修を行い、市

町村におけるハイリスク者への受診勧奨により適切な医療につなげる。 

  ② 置賜地域におけるモデル事業 

    平成30年度から実施している置賜地域におけるモデル事業の取組を継続するととも

に、モデル事業の横展開に向け取組を進める。 

  ③ 糖尿病等対策検討会の開催（年１～２回） 

８ 県民健康・栄養調査 

（１）目 的 

  県民の生活習慣や食習慣の実態を把握するため、県内全市町村１万人を対象としたア

ンケート調査等を実施する。 

※令和２年度に調査を行う予定だったが、新型コロナの影響により令和３年度に延期と

なったもの。 

（２）内 容 

   ① 生活習慣調査  

     県内全市町村１万人を対象にアンケート調査を実施 

   ② 栄養摂取状況調査 

     県内１６地区を対象に実施 
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令和３年度主要事業の概要（がん対策分野） 

１ がん総合相談支援センター運営事業 

  窓口相談及び電話相談に加え、新たにオンライン相談を取り入れ、相談対応の充実を図る

ほか、新型コロナウイルス感染対策を徹底しながらピアサポーターによるがん患者サロンを

実施する。 

２ 女性のがん検診受診率向上対策 

  10月の休日に子宮頸がん・乳がん検診日を設定し、市町村が実施する子宮頸がん検診及び

乳がん検診において、市など検診従事者の確保が困難な場合の従事者派遣経費を検診機関に

補助 

３ 都道府県がん診療連携拠点病院機能強化事業 

 ① 概要 

県の中心的ながん診療機能を担い、都道府県がん診療連携拠点病院（県立中央病院） 

で専門的ながん医療を行う医師、薬剤師、看護師等を対象とした研修の実施、情報提供、 

症例相談や診療支援を実施し県がん診療連携協議会を開催する。 

さらに、自院の機能強化を図り、がん患者及びその家族等に対する相談支援、がんに 

関する各種情報の収集・提供等の事業を実施することにより、質の高いがん医療の供給 

体制を確立する。 

② 負担額 10,000千円（令和２年度と同額）  

４ 地域がん診療連携拠点病院機能強化事業 

 ① 目的 

  厚生労働大臣が指定した「地域がん診療連携拠点病院」において、がん医療に従事する

医師等に対する研修、がん患者や家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の収

集・提供等の事業を実施することにより、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を図る

とともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的とする。 

 ② 対象 

 日本海総合病院、山形市立病院済生館、山形県立新庄病院、公立置賜総合病院 

 ③ 負担額 各病院5,000千円（令和２年度と同額） 

５ がん登録等の推進に関する法律に基づくがん登録 

 ① 制度 

  がん登録等の推進に関する法律に基づき、日本でがんと診断されたすべての人のデータ

を、国立がん研究センターで１つにまとめて集計・分析・管理する仕組み 

 ② 内容 

   ・全国がん登録の実施 

   ・山形県がん登録情報利用審議会の開催（７月、１月） 
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６ 医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業 

（１）目 的  

   治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して

支援するため、がん患者に対し、医療用ウイッグと乳房補整具の購入費用を助成する。 

（２）事業内容 

  〇 助成対象 がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除を受けたがん患者 

  ○ 助成金額 購入経費の 1/2  

        （上限額）医療用ウイッグ：２万円（県 1/2、市町村 1/2） 

                          乳 房 補 整 具：１万円※（   同上   ） 

                                     ※一部市町村で独自の上乗せあり 

７ 健康長寿県やまがた推進基金活用事業 

  若者に正しい知識やがん予防の普及啓発と受診経費の支援を行う「若者に対するがん予防

支援事業」を実施するとともに、事業所等へ乳がん検診の受診啓発等のためのポスターを配

布 

８ がん患者妊孕性温存治療費助成事業【新規】 

（１）目 的  

   がん治療により妊娠する力が低下する可能性のある小児・ＡＹＡ世代（15 歳以上 40 歳

未満）を主とした若年がん患者に対し、経済的負担の軽減を図りつつ、将来子どもを持つ

ことの希望を繋ぐため、受精卵等の凍結保存治療に要する費用を助成する。 

（２）事業内容（※予定） 

  〇 助成対象 43 歳未満のがん患者等 

  ○ 助成金額 補助率定額（国 1/2、県 1/2） 

対象となる治療 補助上限額／回 

受精卵（胚）凍結 ３５万円

卵子凍結 ２０万円

卵巣組織凍結 ４０万円

精子凍結 ２.５万円

精子凍結(精巣内精子採取) ３５万円

９ 山形大学医学部との連携によるがん克服事業【新規】 

「健康長寿日本一」の実現に向けた施策・事業に実効性を持たせるため、山形大学医学部

と連携し、がんの発症や生活習慣病の予防に必要となる生活習慣の改善要素を明らかにし、

実践していくための調査研究や改善プログラムの提案を行う。  
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令和３年度主要事業の概要（歯科口腔保健分野） 

１ 山形県口腔保健支援センターの設置運営 

  ＜令和３年度実施予定事業＞ 

 市町村が行う歯科保健事業への支援や一般県民に対する普及啓発を行うとともに、障

がい児の歯科疾患予防のため特別支援学校でのフッ化物歯面塗布（７参照）を行うほか、

以下の事業を実施 

   ○ 障がい者歯科保健施策の検討のため、県内障がい者支援施設等を数か所抽出し、歯

科保健への取組み状況等を確認 

   ○ 障がい者支援施設等の入所者や施設スタッフ等を対象とした口腔ケア（歯磨き）教

室を実施（２参照） 等 

２ 歯科保健に関する研修事業 

 ① 目的、概要 

歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく山形県口腔保健支援センターの事業とし

て、歯科医療業務等に携わる者（歯科専門職に限らない。）を対象に、歯科保健に関す

る知識の普及啓発を図るための研修を実施 

  ② 令和３年度実施予定 

   ・対象 障がい者入所・通所施設のスタッフなど、障がい者の支援者 

   ・内容 障がい者の口腔管理（実演含む。） 

   ・実施予定時期 １回／年（夏以降）、参加者 100 名程度を想定 

３ 成人歯科保健対策推進事業 

 ① 目的、概要 

   職域における歯科健診体制を整備し、かかりつけ歯科医の定着促進を図るため、歯科

医師及び歯科衛生士が事業所を訪問し、歯科保健指導を行い、必要に応じ歯科医院の受

診を促すもの（県歯科医師会に委託） 

  ② 実施予定事業所数 

    ８事業所（１事業所 50 名規模を想定） 

  ③ 実施予定時期 

秋以降 

４ 在宅歯科医師養成のための講習会の開催 

 ① 目的、概要 

在宅歯科診療を行う歯科医師を養成するための講習会を開催（県歯科医師会に委託）） 

② 実施予定時期 

１回／年（夏以降）、参加者100名程度 

５ 在宅歯科診療を実施するための医療機器整備事業 

 ① 目的、概要 
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   在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、歯科医療機関に対し、在宅歯科診療に必要

な医療機器の整備費用を補助 

 ② 対象 

   （１）による在宅歯科医師養成のための講習会を修了した歯科医師が常勤する歯科診

療所等 

 ② 補助率 ２／３ 

６ 在宅歯科医療連携室による県民や医療介護職などへの普及啓発 

 ① 目的 

在宅歯科診療の推進及び他分野との連携体制を構築するため、在宅歯科診療連携室を 

設置・運営（県歯科医師会に委託） 

② 内容 

   ・県民や医療介護職向けの広報・在宅歯科医療を希望する者からの相談受付 

   ・内科などかかりつけ医やケアマネージャーと歯科医師との連絡調整  等 

７ 特別支援学校でのフッ化物歯面塗布の実施 

  ① 目的、概要 

    障がい児のむし歯予防対策を推進するため、特別支援学校に歯科医師及び歯科衛生士

を派遣し、希望する児童・生徒に対してフッ化物歯面塗布を実施 

  ② 実施予定校  

    特別支援学校 18 校の児童・生徒約 1,000 人／年２回 

８ 障がい者歯科保健研修会の開催 

  ① 目的、概要 

障がい者の歯科診療に対応できる人材の育成するための研修会を開催（県歯科医師

会に委託) 

 ② 実施予定時期 

   １回／年（秋以降）、参加者 100 名程度 

９ 歯科衛生士の養成研修会の開催 

  ① 目的 

    臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援、在宅における適切な口腔ケアを提供でき

る知識・能力を有する歯科衛生士の養成（県歯科医師会に委託） 

 ② 実施予定時期 

１回／年（秋以降）、参加者100名程度 

10 歯科医療安全管理体制推進研修会の開催 

  ① 目的、概要 

県民に安全で安心な質の高い歯科医療を提供するため、歯科医師や歯科衛生士を対象 

とした歯科医療安全管理体制推進のための研修会を開催（県歯科医師会に委託） 
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  ② 開催予定時期 

 １～２回／年（秋以降）（新任歯科医師向け研修会と分けて開催予定） 

11 令和３年歯科疾患実態調査【新規 ※令和３年度のみ】 

① 目的 

    歯科疾患の全国的な疾病状況の把握 

② 実施内容 

    厚生労働省の委託により、５年周期に歯科健診とアンケートによる調査を実施する

(前回の実施は平成 28 年)。 

  ※実施対象、実施時期等は未定
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「健康やまがた安心プラン」の見直しについて 

１ 見直しの趣旨 

 〇 循環器病対策基本法（以下「基本法」という。）が令和元年 12月に施行され、循環器病対策

基本計画（以下「基本計画」という。）が令和２年 10 月に閣議決定された。 

 〇 都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防並びに

循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に

関する研究の進展等を踏まえ、都道府県計画を策定しなければならないとされている。（基本

法第 11 条第１項）。 

 〇 都道府県計画は、基本法第 11 条第３項の規定に基づき、医療計画、健康増進計画、介護保

険事業支援計画等の関連する計画との調和を保つ必要があることから、「健康やまがた安心プ

ラン」を構成する諸計画の１つとして「山形県循環器病対策推進計画（仮称）」を策定し、循環

器病対策を一体的、総合的に推進することとする。 

２ 見直し事項 

① 循環器病対策基本法の施行に伴う「山形県循環器病対策推進計画（仮称）」の策定 

    根拠法：循環器病対策基本法（第 11 条 都道府県循環器病対策推進計画の策定） 

② 「健康日本 21」の計画期間延長に伴う「健康やまがた安心プラン」の計画期間延長 

   改正前：令和４年度まで ⇒ 改正後：令和５年度まで 

③ ①、②に伴う所要の改正 

３ 「健康やまがた安心プラン」の体系 

「第４次山形県総合発展計画」 

政策の柱４  

（政策３）保健・医療・福祉の連携による「健康長寿日本一」の実現

                      ｜ 

「健康やまがた安心プラン」 

〇 全体目標「健康寿命を延ばす」 

・山形県健康増進計画（第２次）     平成25年度から令和５年度まで 

・山形県がん対策推進計画（第２次）   平成25年度から令和５年度まで 

・山形県循環器病対策推進計画（第１次）令和３年度から令和５年度まで【追加】 

・山形県歯科口腔保健計画（第３次）   平成25年度から令和５年度まで 

※ 「山形県保健医療計画」、「山形長寿安心プラン」など関連する計画と調和を図りながら推進。 

   「健康やまがた安心プラン」の構成 

第１章 はじめに          第４章 がん対策 

第２章 総論            第５章 循環器病対策【追加】

第３章 健康増進          第６章 歯科口腔保健対策 
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４ 検討体制 

山形県健康長寿推進協議会設置要綱第６条に基づき、「第５章 循環器病対策」の追加に必

要な調査検討を行うため、健康長寿推進協議会に「循環器病対策委員会」を設置する。 

＜健康長寿推進協議会＞

 区分 団体（役職）名 氏 名 備 考 

1 学識経験者 山形大学公衆衛生学講座教授        今田 恒夫  

2 学識経験者 山形県立米沢栄養大学教授 金光 秀子  

3 学識経験者 山形県立保健医療大学教授 菅原 京子  

4 保健医療 （公財）やまがた健康推進機構保健看護主幹 衣袋 千枝子  

5 保健医療 山形県国民健康保険団体連合会主任 後藤 めぐみ  

6 保健医療 (公社)山形県看護協会常任理事 鈴木 郁子  

7 保健医療 (一社)山形県医師会副会長         神村 裕子  

8 保健医療 (一社)山形県歯科医師会常務理事       大沼 智之  

9 保健医療 (一社)山形県歯科衛生士会副会長 佐藤 みどり  

10 保健医療 (公社)山形県栄養士会会長 西村 恵美子  

11 地域保健 舟形町健康福祉課課長補佐 東村 貴恵  

12 地域保健 長井市健康課保健師 猪野 恵未  

13 職域保健 置賜建設(株)代表取締役会長 川野 敬典  

14 職域保健 山形航空電子(株)保健師 藤沢 菜穂  

15 職域保健 全国健康保険協会山形支部企画総務グループ長 吉田 雄大  

16 地域の実践者 山形県食生活改善推進協議会副会長 荒木 公子  

17 地域の実践者 (特非)元気王国理事長 佐藤 香奈子  

＜循環器病対策委員会＞  

区 分 推薦依頼先 備考 

1 学識経験者等 山形大学、米沢栄養大学、保健医療大学 ５名程度 

2 保健医療 山形県医師会 １名程度 

3 患者等の代表 － １名程度 

※ 「都道府県協議会は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又は遺族を代表する者、

救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者、学識経験のある者その他の都道

府県が必要と認める者をもって構成する。」（法第21条第２項） 

５ スケジュール 

  令和３年３月 健康長寿推進協議会（健康やまがた安心プランの見直しの協議） 

      ７月 第１回委員会（計画骨子の協議） 

      10月 第２回委員会（計画素案の協議） 

      12月 第３回委員会・健康長寿推進協議会（計画最終案の協議） 

  令和４年１月 計画策定
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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 

(平成三十年十二月十四日 法律第百五号) 

第一章 総則 

 (目的) 

第一条 この法律は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」という。)が国民の疾病による死亡の原因

及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な

問題となっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活できる期間をいう。)の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、

循環器病に係る対策(以下「循環器病対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民

及び保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務を明らかにし、並びに循環器病対策の推進に関する計画の策定につ

いて定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。 

 (基本理念) 

第二条 循環器病対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合におけ

る迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。 

二 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する

良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療(以下単に「医療」という。)の迅速な提供、循環器病患者及び循環器病

の後遺症を有する者に対する福祉サービスの提供その他の循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービ

スの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること。 

三 循環器病に関する専門的、学際的又は総合的な研究が企業及び大学その他の研究機関の連携が図られつつ行われる

ようにその推進を図るとともに、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の

研究等の成果を普及し、及びその成果に関する情報を提供し、あわせて、企業等においてその成果を活用して商品又は

サービスが開発され、及び提供されるようにすること。 

 (国の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

 (地方公共団体の責務) 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 (医療保険者の責務) 

第五条 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び

同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病の予防等に関

する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。 

 (国民の責務) 

第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態並びに高血圧症、脂質異常

症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす影響等循環器病に関する正しい知識を持ち、日常生活に

おいて循環器病の予防に積極的に取り組むよう努めるとともに、自己又はその家族等が循環器病を発症した疑いがあ

る場合においては、できる限り迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。 

 (保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務) 

第七条 保健、医療又は福祉の業務に従事する者は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病対策に協力し、循環器病の予

防等に寄与するよう努めるとともに、循環器病患者等に対し良質かつ適切な保健、医療又は福祉に係るサービスを提供

するよう努めなければならない。 

 (法制上の措置等) 

第八条 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

第二章 循環器病対策推進基本計画等 

 (循環器病対策推進基本計画) 

第九条 政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策の推進に関する基本的な計画(以下

「循環器病対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。 

２ 循環器病対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定
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めるものとする。 

３ 厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣その他の関係行

政機関の長に協議するとともに、循環器病対策推進協議会の意見を聴くものとする。 

５ 政府は、循環器病対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネット

の利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切

な方法により公表しなければならない。 

７ 政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変

化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごと

に、循環器病対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 

８ 第三項から第五項までの規定は、循環器病対策推進基本計画の変更について準用する。 

 (関係行政機関への要請) 

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に対して、循環器病対策推進

基本計画の策定のための資料の提出又は循環器病対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の

所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。 

 (都道府県循環器病対策推進計画) 

第十一条 都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防並びに

循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏

まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(以下「都道府県循環器病対策推進計画」という。)を策

定しなければならない。 

２ 都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、循環器病対策に関係する者の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、第二十一条第一項の規定により都道府県循環器病

対策推進協議会が置かれている場合にあっては、当該都道府県循環器病対策推進協議会の意見を聴かなければならな

い。 

３ 都道府県循環器病対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百

二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三

十五条の五第一項に規定する実施基準その他の法令の規定による計画等であって保健、医療又は福祉に関する事項を

定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

４ 都道府県は、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービ

スの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに当該都道府県における循環器病対策の

効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道府県循環器病対策推進計画に検討を加え、必要があると認め

るときには、これを変更するよう努めなければならない。 

５ 第二項の規定は、都道府県循環器病対策推進計画の変更について準用する。 

第三章 基本的施策 

 (循環器病の予防等の推進) 

第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態並びに高

血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす影響並びに循環器病を発症した疑いが

ある場合の対応方法に関する啓発及び知識の普及、禁煙及び受動喫煙の防止に関する取組の推進その他の循環器病の

予防等の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 (循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等) 

第十三条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切

な実施を図るため、当該者の搬送及び受入れの実施に係る体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、救急救命士及び救急隊員が、傷病者の搬送に当たって、当該傷病者について循環器病を発症

した疑いがあるかどうかを判断し、適切な処置を行うことができるよう、救急救命士及び救急隊員に対する研修の機会

の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 (医療機関の整備等) 

第十四条 国及び地方公共団体は、循環器病患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた良質かつ適

切な医療を受けることができるよう、専門的な循環器病に係る医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要

な施策を講ずるものとする。 
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２ 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病患者であった者に対し良質かつ適切な医療が提供され、並びにこ

れらの者の循環器病の再発の防止が図られるよう、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、前項の医療機関その

他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 (循環器病患者等の生活の質の維持向上) 

第十五条 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者

の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 

 (保健、医療及び福祉に係る関係機関の連携協力体制の整備) 

第十六条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切

な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切な医療の迅速な提供、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者に対

する福祉サービスの提供その他の循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する

地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるよう、消防機関、医療機関その他の関係機関の間における連携

協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 (保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等) 

第十七条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保そ

の他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 

 (情報の収集提供体制の整備等) 

第十八条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療及び福祉に関する情報(次項に規定する症例に係る情報を

除く。)の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、循環器病患者及び循環器病患者で

あった者並びにこれらの者の家族その他の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

２ 国及び地方公共団体は、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法の開発及び医療機関

等におけるその成果の活用に資するため、国立研究開発法人国立循環器病研究センター及び循環器病に係る医学医術

に関する学術団体の協力を得て、全国の循環器病に関する症例に係る情報の収集及び提供を行う体制を整備するため

に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

 (研究の促進等) 

第十九条 国及び地方公共団体は、革新的な循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法及び

循環器病に係る医療のための医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十

五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項

に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。次項において同じ。)の開発その他の循環器病

の発症率及び循環器病による死亡率の低下等に資する事項についての企業及び大学その他の研究機関による共同研究

その他の研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、循環器病に係る医療を行う上で特に必要性が高い医薬品等の早期の医薬品医療機器等法の

規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、及び標準的な循環器病の治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 循環器病対策推進協議会等 

 (循環器病対策推進協議会) 

第二十条 厚生労働省に、循環器病対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)

に規定する事項を処理するため、循環器病対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。 

２ 協議会は、委員二十人以内で組織する。 

３ 協議会の委員は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又は遺族を代表する者、救急業

務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労

働大臣が任命する。 

４ 協議会の委員は、非常勤とする。 

５ 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 (都道府県循環器病対策推進協議会) 

第二十一条 都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画に関し、第十一条第二項(同条第五項において準用する場合を

含む。)に規定する事項を処理するため、都道府県循環器病対策推進協議会(以下この条において「都道府県協議会」と

いう。)を置くよう努めなければならない。 

２ 都道府県協議会は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又は遺族を代表する者、救急

業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者、学識経験のある者その他の都道府県が必

要と認める者をもって構成する。 

－ 39 －
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－ 41 －
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